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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人光産業技

術振興協会(OITDA)／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

改正に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO/IEC 10149:1995，Information 

technology－Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM)を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，

このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新案登

録願にかかわる確認について，責任をもたない。 

JIS X 6281 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（規定）RSPC による誤り訂正符号化 

附属書 B（規定）スクランブラ 

附属書 C（規定）CIRC による誤り訂正符号化 

附属書 D（規定）8 ビットから 14 チャネルビットへの変換 

附属書 E（規定）併合ビット 

附属書 F（参考）保存試験 
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日本工業規格          JIS 
 X 6281：2006 
 (ISO/IEC 10149：1995) 

120 mm 再生専用形光ディスク(CD-ROM) 
Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM) 

 
序文 この規格は，1995 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 10149:1995，Information technology — Data 

interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM)を翻訳し，技術的内容及び規格票の様式を変更

することなく作成した日本工業規格である。 

 

1. 適用範囲 この規格は，情報処理システム間の情報交換用及び情報記憶用の，CD-ROM と呼ばれる 120 

mm 光ディスクの特性について規定する。 

この規格が規定する光ディスクは，利用者への配布前に情報を記録しておき，ディスクからの再生だけ

を許す種類とする。この規格は，次の規定を行う。 

a) 定義，並びにディスク特性を試験しなければならない環境及びディスクを使用し保存しなければなら

ない環境  

b) ディスクの機械的特性，物理的特性及び寸法特性 

c) 記録特性，トラックのフォーマット，誤り検出及び誤り訂正の特性，並びに情報の符号化 

d) 情報を再生するための光学的特性 

これらの特性は，ディジタルデータを記録するトラックについて規定する。この規格に従って，ディス

クは，ディジタル音声データを記録する一つ以上のトラックを含んでもよい。それらのトラックは，JIS S 

8605 に従って記録しなければならない。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

ISO/IEC 10149:1995，Information technology — Data interchange on read-only 120 mm optical data 

disks (CD-ROM) (IDT) 

 

2. 適合性 光ディスクは，この規格のすべての必す（須）要件を満たすとき，この規格に適合する。 

 

3. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで発効年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構成

するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。 

JIS S 8605:1993 コンパクトディスクディジタルオーディオシステム 

JIS X 0606:1998 情報交換用 CD-ROM のボリューム構造及びファイル構造 
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